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　令和２年６月１日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防
止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。中小企業の事業
主は、令和４年４月１日から義務化されます（それまでは努力義務）。早めの対応をお願いします。

労働施策総合推進法に基づく
「パワーハラスメント防止措置」　が　令和４年４月１日より
                        中小企業の事業主にも義務化されます！

【お問い合わせ先】　 岩手労働局雇用環境・均等室　 ☎ 019-604-3010
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最近の求人求職のうごき

最近の求人求職のうごき

R3/1 月 ２月 ３月 4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 R4/1 月
3,749 3,700 3,816 3,430 3,200 3,332 3,363 3,276 3,199 3,548 3,628 3,129 3,981
8,875 9,611 10,324 9,307 8,922 9,016 8,875 9,089 9,171 9,169 9,572 9,436 9,779
1,984 2,236 2,426 2,708 1,769 1,807 1,559 1,616 1,755 1,776 1,779 1,547 1,985
8,811 9,438 10,064 10,123 9,727 9,346 8,788 8,673 8,703 8,814 8,843 8,533 8,654
1.89 1.65 1.57 1.27 1.81 1.84 2.16 2.03 1.82 2.00 2.04 2.02 2.01
1.01 1.02 1.03 0.92 0.92 0.96 1.01 1.05 1.05 1.04 1.08 1.11 1.13
1.24 1.23 1.17 1.02 0.87 0.87 0.91 0.91 0.94 0.96 0.99 0.99 1.01

新規求人数

有効求人数

新規求職者数

有効求職者数

新規求人倍率

有効求人倍率

有効求人倍率（前年）
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盛岡新卒応援ハローワーク（１Ｆ）
わかもの支援コーナー（１Ｆ）
TEL 019-653-8609  FAX 019-653-8608
職業相談コーナー（２Ｆ）
TEL 019-623-4800  FAX 019-622-1638
マザーズコーナー（２Ｆ）
TEL 019-907-0203  FAX 019-622-1638
就職氷河期世代専門窓口（２Ｆ）
TEL 019-908-2060　FAX 019-908-2061
職業訓練相談コーナー（２Ｆ）
TEL 019-606-2256　FAX 019-908-2062

ハローワーク盛岡菜園庁舎ハローワーク盛岡菜園庁舎
〒020-0024盛岡市菜園１丁目12-18　 盛岡菜園センタービル
開庁時間　平日 10:00～18:30
職業相談コーナーのみ　土曜日開庁 10:00～17:00

発 行 盛岡公共職業安定所

沼宮内出張所

〒020ｰ0885　盛岡市紺屋町７番 26号

〒028ｰ4301 岩手郡岩手町大字沼宮内 7ｰ11ｰ 3

TEL 019ｰ624ｰ8905　FAX 019ｰ652ｰ7199

TEL 0195ｰ62ｰ2139　FAX 0195ｰ62ｰ1312

滝沢市地域職業相談室
〒020ｰ0632 滝沢市牧野林 1000ｰ1

TEL 019ｰ687ｰ6911　FAX 019ｰ687ｰ6912

求人広告掲載時のトラブルにご注意ください
　最近、電話で「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか？」との勧誘があり、契約したとこ
ろ、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載へ移行し、多額の広告料金を請求されるといった事案が発生
しております。求人広告をインターネット等に掲載依頼する際には、事前に広告料金や掲載期間、無料
掲載期間終了後の料金、解約方法等を確認した上で契約を行ってください。

◆電話で求人広告の無料掲載の案内を受け、申請書がFAXで届き契約。申請
書の下に「○○日経過後は有料掲載へ移行する。」と小さく記載されていたが、
電話では有料掲載の話もなかったことから、記載内容に気がつかなかった。
　その結果、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載に移行し、多額の広告料金
を請求された。

※なお、求人者の求めに応じ、その募集情報をインターネット等で提供すること（あっせん
行為を含まない。）や、その広告料金を請求することは違法ではありません。

《実際に相談のあったケース》
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ハローワークへ求人を提出される事業所の方へ



「臨時休業等」とは
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラ
ブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

　なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です 。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
④対象となる有給の休暇の範囲

「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
 ・学校：授業日　※日曜日や夏休みなどは対象外 （夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）
 ・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
 ・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
  なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されてい
ない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただ

くことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
　助成金の支給上限額（上限額は表面参照）を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

ア）新型コロナウイルスに感染した子ども
イ）新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども（発熱などの風邪症状、濃厚接触者）
ウ）医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高

い基礎疾患などを有する子ども
※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る）、
特別支援学校 （全ての部）
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校（高等学校までの課

程に類する課程）なども含む 。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
　子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

令和４年２月16日作成 
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　令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要と
なった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主
は助成金の対象となります！

【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10

　事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など（保育所
等を含みます）に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※１×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※１ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額※２あり）

※２　申請の対象期間中（注）に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域（原則都道府
県単位）に事業所のある企業については15,000円。
注：事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間（申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開

始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間）
※３　ただし、やむを得ない理由があると認められる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和４年６月30

日まで）です。
Ⅰ．労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用しても

らいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ．労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働

者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

事業主・労働者の皆さまへ 厚生労働省・都道府県労働局

　都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働き
かけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む）に
ついては、こちらをご参照ください。　　　 ⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

休暇取得期間
令和３年８月１日～10月31日
令和３年11月１日～12月31日

令和４年１月１日～３月31日

令和３年12月27日（月）必着
令和４年２月28日（月）必着

令和４年５月31日（火）必着

13,500円
13,500円

令和４年１～２月：11,000円
令和４年３月：9,000円

日額上限額※２ 申請期限※３

労働者の皆さまへ

お問い合わせはコールセンターまで

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
　 申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。

＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
　また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

② 申請書の提出方法
　 本社所在地を管轄する都道府県労働局  雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。

※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）

事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金について

小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を延長しています

＊詳細は次頁をご参照ください。

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
（フリーダイヤル）0120－603－999 　受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む
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新型コロナ休暇支援 検索



「臨時休業等」とは
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある（※）子ども

・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラ
ブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

　なお、保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です 。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱い
④対象となる有給の休暇の範囲

「①に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
 ・学校：授業日　※日曜日や夏休みなどは対象外 （夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象）
 ・その他の施設（放課後児童クラブなど）：本来施設が利用可能な日
「②に該当する子ども」に関する休暇の対象は以下のとおりです。
 ・授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
・対象となります。
  なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。

就業規則などにおける規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備されてい
ない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えた場合の扱い
・対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、同意を得ていただ

くことが必要です。

労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。
　助成金の支給上限額（上限額は表面参照）を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

ア）新型コロナウイルスに感染した子ども
イ）新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども（発熱などの風邪症状、濃厚接触者）
ウ）医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高

い基礎疾患などを有する子ども
※学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます。

③対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者（里親、祖父母など）であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。
※業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

「小学校等」とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る）、
特別支援学校 （全ての部）
★障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校（高等学校までの課

程に類する課程）なども含む 。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、
　子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など

令和４年２月16日作成 
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　令和３年８月１日から令和４年３月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要と
なった労働者に対し、有給（賃金全額支給）の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く）を取得させた事業主
は助成金の対象となります！

【助成内容】有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10／10

　事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用
できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など（保育所
等を含みます）に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

具体的には、対象労働者１人につき、対象労働者の日額換算賃金額※１×有給休暇の日数で算出した合計額を支給します。
※１ 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの（日額上限額※２あり）

※２　申請の対象期間中（注）に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域（原則都道府
県単位）に事業所のある企業については15,000円。
注：事業主の方から申請いただいた休暇日の最初の日から最後の日までの間（申請対象の労働者が複数いる場合は、休暇の開

始が最も早い労働者の開始日から、終了が最も遅い労働者の終了日までの間）
※３　ただし、やむを得ない理由があると認められる場合（以下Ⅰ又はⅡ）は、申請期限経過後に申請することが可能（令和４年６月30

日まで）です。
Ⅰ．労働者からの都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』への「（企業に）この助成金を利用しても

らいたい」等のご相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ．労働者が都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働

者自らが事業主に働きかけ、事業主が申請を行う場合

事業主・労働者の皆さまへ 厚生労働省・都道府県労働局

　都道府県労働局『小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口』では、「企業にこの助成金を利用して
もらいたい」等、労働者の方からのご相談内容に応じて、企業への特別休暇制度導入・助成金の活用の働き
かけ等を行っています。特別相談窓口（休業支援金・給付金の仕組みによる労働者からの直接申請含む）に
ついては、こちらをご参照ください。　　　 ⇒ 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口のご案内」

休暇取得期間
令和３年８月１日～10月31日
令和３年11月１日～12月31日

令和４年１月１日～３月31日

令和３年12月27日（月）必着
令和４年２月28日（月）必着

令和４年５月31日（火）必着

13,500円
13,500円

令和４年１～２月：11,000円
令和４年３月：9,000円

日額上限額※２ 申請期限※３

労働者の皆さまへ

お問い合わせはコールセンターまで

① 支給要件の詳細や具体的な手続きは厚生労働省ホームページにて確認ください。
　 申請書は、厚生労働省HPから印刷してください。

＊①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の２種類の様式があります。
＊事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。また、法人内の対象労働者について可能な限りまとめて申請をお願いします。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
　また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

② 申請書の提出方法
　 本社所在地を管轄する都道府県労働局  雇用環境・均等部（室）まで郵送でお願いします。

※必ず配達記録が残る郵便（特定記録郵便やレターパックなど）で配送してください。（宅配便などは受付不可）

事業主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症による
小学校休業等対応助成金について

小学校休業等対応助成金・支援金の対象期間を延長しています

＊詳細は次頁をご参照ください。

『雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター』
（フリーダイヤル）0120－603－999 　受付時間：９：00～21：00 土日・祝日含む
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　令和２年６月１日から、職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防
止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。中小企業の事業
主は、令和４年４月１日から義務化されます（それまでは努力義務）。早めの対応をお願いします。

労働施策総合推進法に基づく
「パワーハラスメント防止措置」　が　令和４年４月１日より
                        中小企業の事業主にも義務化されます！

【お問い合わせ先】　 岩手労働局雇用環境・均等室　 ☎ 019-604-3010
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最近の求人求職のうごき

最近の求人求職のうごき

R3/1 月 ２月 ３月 4月 5月 6月 ７月 8月 9月 10月 11月 12月 R4/1 月
3,749 3,700 3,816 3,430 3,200 3,332 3,363 3,276 3,199 3,548 3,628 3,129 3,981
8,875 9,611 10,324 9,307 8,922 9,016 8,875 9,089 9,171 9,169 9,572 9,436 9,779
1,984 2,236 2,426 2,708 1,769 1,807 1,559 1,616 1,755 1,776 1,779 1,547 1,985
8,811 9,438 10,064 10,123 9,727 9,346 8,788 8,673 8,703 8,814 8,843 8,533 8,654
1.89 1.65 1.57 1.27 1.81 1.84 2.16 2.03 1.82 2.00 2.04 2.02 2.01
1.01 1.02 1.03 0.92 0.92 0.96 1.01 1.05 1.05 1.04 1.08 1.11 1.13
1.24 1.23 1.17 1.02 0.87 0.87 0.91 0.91 0.94 0.96 0.99 0.99 1.01

新規求人数

有効求人数

新規求職者数

有効求職者数

新規求人倍率

有効求人倍率

有効求人倍率（前年）
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盛岡新卒応援ハローワーク（１Ｆ）
わかもの支援コーナー（１Ｆ）
TEL 019-653-8609  FAX 019-653-8608
職業相談コーナー（２Ｆ）
TEL 019-623-4800  FAX 019-622-1638
マザーズコーナー（２Ｆ）
TEL 019-907-0203  FAX 019-622-1638
就職氷河期世代専門窓口（２Ｆ）
TEL 019-908-2060　FAX 019-908-2061
職業訓練相談コーナー（２Ｆ）
TEL 019-606-2256　FAX 019-908-2062

ハローワーク盛岡菜園庁舎ハローワーク盛岡菜園庁舎
〒020-0024盛岡市菜園１丁目12-18　 盛岡菜園センタービル
開庁時間　平日 10:00～18:30
職業相談コーナーのみ　土曜日開庁 10:00～17:00

発 行 盛岡公共職業安定所

沼宮内出張所

〒020ｰ0885　盛岡市紺屋町７番 26号

〒028ｰ4301 岩手郡岩手町大字沼宮内 7ｰ11ｰ 3

TEL 019ｰ624ｰ8905　FAX 019ｰ652ｰ7199

TEL 0195ｰ62ｰ2139　FAX 0195ｰ62ｰ1312

滝沢市地域職業相談室
〒020ｰ0632 滝沢市牧野林 1000ｰ1

TEL 019ｰ687ｰ6911　FAX 019ｰ687ｰ6912

求人広告掲載時のトラブルにご注意ください
　最近、電話で「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか？」との勧誘があり、契約したとこ
ろ、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載へ移行し、多額の広告料金を請求されるといった事案が発生
しております。求人広告をインターネット等に掲載依頼する際には、事前に広告料金や掲載期間、無料
掲載期間終了後の料金、解約方法等を確認した上で契約を行ってください。

◆電話で求人広告の無料掲載の案内を受け、申請書がFAXで届き契約。申請
書の下に「○○日経過後は有料掲載へ移行する。」と小さく記載されていたが、
電話では有料掲載の話もなかったことから、記載内容に気がつかなかった。
　その結果、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載に移行し、多額の広告料金
を請求された。

※なお、求人者の求めに応じ、その募集情報をインターネット等で提供すること（あっせん
行為を含まない。）や、その広告料金を請求することは違法ではありません。

《実際に相談のあったケース》
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ハローワークへ求人を提出される事業所の方へ


